
広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号 

 
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
島

県
職
業
能
力
開
発
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
二
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

 
 
 

広
島
県
職
業
能
力
開
発
計
画
（
概
要
） 

一 

計
画
の
ね
ら
い 

 
 

社
会
・
経
済
情
勢
等
の
変
化
に
即
応
し
た
職
業
能
力
開
発
行
政
を
推
進
す
る
た
め
、
今
後
５
か
年
に
お

け
る
広
島
県
の
職
業
能
力
開
発
行
政
の
基
本
計
画
と
し
て
、
数
値
目
標
や
具
体
的
施
策
な
ど
を
広
く
県
民

に
示
す
。 

二 

計
画
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
度
か
ら
二
十
七
年
度
ま
で
の
五
年
間
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
。 

三 

施
策
の
方
向 

 

１ 

本
県
の
公
共
職
業
訓
練
の
目
指
す
姿 

 
 

 

幅
広
い
知
識
・
能
力
を
有
す
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
育
成
・
強
化 

 
 

 

職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
総
合
的
な
相
談
体
制
の
構
築 

 
 

 

国
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
地
域
の
職
業
訓
練
機
能
の
維
持 

 
 

 

就
職
率
向
上
に
向
け
た
地
元
企
業
と
の
連
携
強
化 

 
 

 

若
年
者
に
対
す
る
基
礎
的
訓
練
の
実
施 

 
 

 

社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
あ
る
者
に
対
す
る
職
業
能
力
開
発
機
会
の
提
供 

 
 

 

基
幹
産
業
を
支
え
る
中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
人
材
の
育
成 

 
 

 

競
争
力
強
化
の
た
め
の
高
度
技
能
人
材
の
育
成 

 
 

 

障
害
の
態
様
に
応
じ
た
多
様
な
職
業
訓
練
の
推
進 

 
 

 

就
職
率
向
上
の
た
め
の
仕
組
み
を
構
築 

 
 

 

高
等
技
術
専
門
校
等
の
地
域
連
携
機
能
の
強
化 

 
 

 

技
術
短
期
大
学
校
の
強
化 

 
 

 

訓
練
内
容
の
向
上
と
情
報
開
示 

 
 

 

企
業
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
科
目
改
編 

 
 

 

民
間
と
の
役
割
分
担
と
連
携 

 
 

 

雇
用
情
勢
の
変
動
に
対
応
で
き
る
職
業
訓
練
体
制 

 

２ 

職
業
生
涯
を
通
じ
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
の
推
進 

 
 

 

労
働
者
の
自
己
啓
発
へ
の
支
援 

 
 

 

企
業
等
が
行
う
能
力
開
発
へ
の
支
援 

 

３ 

技
能
の
継
承
、
発
展
に
向
け
た
支
援
の
強
化 

 
 

 

企
業
等
が
行
う
技
能
継
承
の
取
組
へ
の
支
援 



 
 

 

技
能
尊
重
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
の
強
化 


